
 

平成 29年(2017年)3月 14日 

 

  

第 2882号 
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規則 
○ 行政書士法施行細則の一部を改正する規則（市町村課） 

告示 
○ 特定非営利活動法人の定款の変更に係る公告（南部地域振興センター） 

○ 特定非営利活動法人の定款の変更に係る公告（東部地域振興センター） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 家畜伝染病予防法第５条に基づく検査の実施（畜産安全課） 

○ 平成 29年二級建築士試験及び木造建築士試験の実施（建築安全課） 

○ 宅地建物取引業者の聴聞（建築安全課） 

○ 県道花園本庄線の供用の開始（熊谷県土整備事務所） 

○ 県道菅谷寄居線の供用の開始（熊谷県土整備事務所） 

○ 県道菅谷寄居線の供用の開始（熊谷県土整備事務所） 

○ 県道越谷流山線の区域の変更（越谷県土整備事務所） 

 

 



規

則 

行
政
書
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
十
号 

 
 

 

行
政
書
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

行
政
書
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
及
び
作
製
し
た
書
類
の
枚
数
」
を
削
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
六
号
」

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
二
項
の
改
正

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s

a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
九
年
三
月
一
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
わ
ぐ
ち
健
康
福
祉
サ
ー
ビ
ス
振
興
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

羽
澤 

茂
夫 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
川
口
市
西
青
木
五
丁
目
二
番
四
十
三
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
健
康
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
ニ
ー
ズ
を
調
査
研
究
し
、
情
報
提
供
、
情
報
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
質
的
信
頼
性
を
増
す
た
め
に
そ
こ
に
携
わ
る
人
達
の
人
材

育
成
を
図
り
、
も
っ
て
市
民
の
健
康
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
七
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

（
変
更
前
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｌ
Ｏ
Ｓ 

Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｏ
Ｓ 

（
変
更
後
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｋ
Ｉ
Ｃ
Ｋ
＆
Ｆ
Ｕ
Ｔ
Ｂ
Ｏ
Ｌ 

Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

川
久
保 

悠 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
越
谷
市
蒲
生
二
丁
目
十
三
番
二
十
二
号
ラ
イ
フ
ピ
ア
越
谷
南
五
○
四
号
室 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
や
ス
ポ
ー
ツ
教
室
の
運
営
、
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
、

さ
ら
に
は
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
発
展
途
上
国
へ
の
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の

健
全
育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
国
際
交
流
を
深
め
、
ひ
い
て
は
、
世
界
平
和
の
実
現
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ア
リ
オ
鷲
宮 

 
 

 

埼
玉
県
久
喜
市
久
本
寺
字
新
田
二
百
十
三
番
四
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂 

代
表
取
締
役 

戸
井
和
久 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂 

代
表
取
締
役 

亀
井
淳 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂 

代
表
取
締
役 

戸
井
和
久 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

外 

計
六
十
四
者 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂 

代
表
取
締
役 

亀
井
淳 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

外 

計
六
十
四
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ア
リ
オ
鷲
宮 

 
 

 

埼
玉
県
久
喜
市
久
本
寺
字
新
田
二
百
十
三
番
四
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 
 
 
 
 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

（
変
更
前
）
四
万
四
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
三
万
八
千
七
百
九
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
九
五
〇
台 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
二
八
六
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
三
八
〇
台 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
〇
八
二
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

面
積 

五
七
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

面
積 

四
六
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

容
量 

三
七
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
七
一
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
一
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ナ
フ
コ 

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
ケ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス 

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂
外 

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
一
時 

 
 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分 



 
 

 

（
変
更
後
）
駐
車
場
一 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

駐
車
場
二 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

駐
車
場
三 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

駐
車
場
四 

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
荷
さ
ば
き
施
設
一 

午
前
三
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
二 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
三 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
荷
さ
ば
き
施
設
一 

午
前
三
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
二 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
三 
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
四 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
十
一
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
号 

 
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
所
有
者
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
監
視
伝
染
病
の
検
査
を
次
の
と
お
り

受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

実
施
の
目
的 

 

 

イ 

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核
病
、
ヨ
ー
ネ
病
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
及
び
牛
白
血
病
、
馬
の

馬
伝
染
性
貧
血
及
び
馬
パ
ラ
チ
フ
ス
、
蜜
蜂
の
腐
蛆そ

病
並
び
に
豚
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
発

生
の
予
防 

 

ロ 

牛
の
ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病
及
び
牛

流
行
熱
の
発
生
の
予
察 

 

ハ 

家
き
ん
の
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
の

予
察 

二 

実
施
す
る
区
域 

 
 

県
内
全
域 

三 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲 

 

イ 

一
の
イ
に
係
る
検
査 

 
 

⑴ 

ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核
病
及
び
ヨ
ー
ネ
病 

 
 

 
 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
の
う
ち
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

農
林
省
令
第
三
十
五
号
。
⑷
及
び
五
の
イ
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二

項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所

の
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 
 

⑵ 

伝
達
性
海
綿
状
脳
症 

 
 

 
 

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
の
対
象
と
な
る
牛
の
死
体
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生

所
の
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 
 

⑶ 

牛
白
血
病 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必
要

と
認
め
る
も
の 

 
 

⑷ 

馬
伝
染
性
貧
血 

 
 

 
 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
馬
の
う
ち
、
省
令
第
九
条
第
二
項
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に

掲
げ
る
馬
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 



 
 

⑸ 

馬
パ
ラ
チ
フ
ス 

 
 

 
 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
馬
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必
要

と
認
め
る
も
の 

 
 

⑹ 
腐
蛆そ

病 

 
 

 
 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
蜜
蜂
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必

要
と
認
め
る
も
の 

 
 

⑺ 

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病 

 
 

 
 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
豚
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必
要

と
認
め
る
も
の 

 

ロ 

一
の
ロ
に
係
る
検
査 

 
 

 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必
要
と

認
め
る
も
の 

 

ハ 

一
の
ハ
に
係
る
検
査 

 
 

 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
家
き
ん
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必

要
と
認
め
る
も
の 

四 

実
施
の
期
日 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
の
対

象
と
な
る
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
の
定
め
る
日 

五 

検
査
の
方
法 

 

イ 

ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核
病
、
ヨ
ー
ネ
病
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
及
び
馬
伝
染
性
貧
血 

 
 

 

省
令
別
表
第
一
に
定
め
る
方
法 

 

ロ 

牛
白
血
病 

 
 

⑴ 

エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る
検
査 

 
 

⑵ 

そ
の
他
の
検
査 

 

ハ 

馬
パ
ラ
チ
フ
ス 

 
 

⑴ 

凝
集
反
応
検
査 

 
 

⑵ 

そ
の
他
の
検
査 

 

ニ 

腐
蛆そ

病 

 
 

⑴ 

臨
床
検
査 

 
 

⑵ 

そ
の
他
の
検
査 

 

ホ 

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病 

 
 

⑴ 

エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る
検
査 

 
 

⑵ 

ラ
テ
ッ
ク
ス
凝
集
反
応
検
査 

 
 

⑶ 

そ
の
他
の
検
査 



 

ヘ 

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流
行

熱 

 
 

⑴ 

中
和
試
験
検
査 

 
 

⑵ 
そ
の
他
の
検
査 

 

ト 

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ 

 
 

⑴ 

ウ
イ
ル
ス
分
離
検
査 

 
 

⑵ 

血
清
抗
体
検
査 

 
 

⑶ 

そ
の
他
の
検
査 

六 

そ
の
他 

 
 

実
施
に
関
す
る
細
目
に
つ
い
て
は
、
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
の
指
示
に
よ
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
号 

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年

二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 

な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
埼
玉
県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築

技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ
る
。 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

試
験
の
期
日
及
び
時
間 

 

イ 

二
級
建
築
士
試
験 

 
 

⑴ 

学
科
の
試
験 

 
 

 
 

平
成
二
十
九
年
七
月
二
日
（
日
） 

 
 

 
 

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で 

 
 

⑵ 

設
計
製
図
の
試
験 

 
 

 
 

平
成
二
十
九
年
九
月
十
日
（
日
） 

 
 

 
 

午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で 

 

ロ 

木
造
建
築
士
試
験 

 
 

⑴ 

学
科
の
試
験 

 
 

 
 

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
三
日
（
日
） 

 
 

 
 

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で 

 
 

⑵ 

設
計
製
図
の
試
験 

 
 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
八
日
（
日
） 

 
 

 
 

午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で 

二 

試
験
会
場 

 

イ 

二
級
建
築
士
試
験 

 
 

⑴ 

学
科
の
試
験 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
深
作
三
百
七
番 

 
 

 
 

芝
浦
工
業
大
学
（
大
宮
キ
ャ
ン
パ
ス
） 

 
 

⑵ 

設
計
製
図
の
試
験 

 
 

 

㈠ 

埼
玉
県
草
加
市
学
園
町
一
番
一
号 

 
 

 
 

 

獨
協
大
学 

 
 

 

㈡ 

埼
玉
県
行
田
市
前
谷
三
百
三
十
三
番 

 
 

 
 

 

も
の
つ
く
り
大
学 

 

ロ 

木
造
建
築
士
試
験 



 
 

⑴ 

学
科
の
試
験 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
鹿
手
袋
四
丁
目
一
番
七
号 

 
 

 
 

埼
玉
建
産
連
研
修
セ
ン
タ
ー 

 
 

⑵ 
設
計
製
図
の
試
験 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
深
作
三
百
七
番 

 
 

 
 

芝
浦
工
業
大
学
（
大
宮
キ
ャ
ン
パ
ス
） 

三 

受
験
資
格 

 
 

建
築
士
法
第
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

四 

受
験
申
込
手
続 

 

イ 

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み 

 
 

 

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
過
去
に
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試

験
を
受
験
し
た
こ
と
が
あ
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

な
お
、
過
去
の
受
験
票
又
は
合
否
の
通
知
書
を
貼
付
す
る
こ
と
。 

 
 

⑴ 

受
験
申
込
受
付
期
間 

 
 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
三
日
（
月
）
か
ら
平
成
二
十
九
年
四
月
十
七
日
（
月
）
ま
で 

 
 

 
 

 
 

（
受
験
申
込
受
付
期
間
内
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

⑵ 

受
験
申
込
書
の
宛
先 

 

郵
便
番
号
一
〇
二
―
〇
〇
九
四 

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
丁
目
六
番 

 

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー 

本
部 

 

な
お
、
簡
易
書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
。 

 

ロ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み 

 
 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
以
降
に
二
級
建
築
士

試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
申
込
み
を
し
た
者
の
う
ち
、
試
験
の
申
込
み
に
必
要
な

個
人
情
報
の
使
用
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。 

 
 

⑴ 

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間 

 
 

 

㈠ 

受
付
期
間 

 
 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
日
（
月
）
か
ら
平
成
二
十
九
年
四
月
十
七
日
（
月
）
ま
で 

 
 

 

㈡ 

受
付
時
間 

 
 

 
 

 

受
付
開
始
日
の
午
前
十
時
か
ら
受
付
終
了
日
の
午
後
四
時
ま
で 

 
 

⑵ 

受
験
申
込
方
法 

 
 

 
 

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
必
要
な

事
項
を
入
力
し
、
申
し
込
む
こ
と
。
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.
o
r
.
j
p
/

） 

 

ハ 

受
付
場
所
に
お
け
る
受
験
申
込
み 



 
 

⑴ 

受
験
要
領
及
び
受
験
申
込
書
の
配
布
期
間
及
び
配
布
場
所 

 
 

 

㈠ 

配
布
期
間 

 
 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
金
）
か
ら
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
四
日
（
月
） 

 

 
 

 
 

ま
で
（
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

㈡ 
配
布
場
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
鹿
手
袋
四
丁
目
一
番
七
号 

埼
玉
建
産
連
会
館
五
階 

 
 

 
 

 

一
般
社
団
法
人
埼
玉
建
築
士
会 

 
 

⑵ 

受
験
申
込
書
の
受
付
期
間
、
受
付
時
間
及
び
受
付
場
所 

 
 

 

㈠ 

受
付
期
間 

 
 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
日
（
木
）
か
ら
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
四
日
（
月
）
ま 

 
 

 
 

 
 

で 

 
 

 

㈡ 

受
付
時
間 

 
 

 
 

 

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

 
 

 

㈢ 

受
付
場
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
鹿
手
袋
四
丁
目
一
番
七
号 

 
 

 
 

 

埼
玉
建
産
連
研
修
セ
ン
タ
ー 

五 

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
発
表 

イ 

発
表
の
日 

平
成
二
十
九
年
六
月
七
日
（
水
）
頃 

ロ 

発
表
の
方
法 

 
 

 

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
関
東
支
部
及
び
一
般
社
団
法
人
埼
玉
建
築 

 
 

 
 

士
会
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
学
科
の
試
験
を
実
施
す
る
試
験
会
場
に
掲
示
す
る
。 

六 

合
格
の
発
表 

 

イ 

学
科
の
試
験 

 
 

⑴ 

二
級
建
築
士
試
験 

 
 

 

㈠ 

発
表
の
日 

 
 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
二
日
（
火
）
頃 

 
 

 

㈡ 

発
表
の
方
法 

 
 

 
 

 

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
関
東
支
部
及
び
一
般
社
団
法
人
埼
玉 

 

 
 

 
 

建
築
士
会
の
事
務
所
並
び
に
埼
玉
県
庁
本
庁
舎
一
階
南
玄
関
掲
示
板
に
掲
示
す
る
と
と 

 
 

 
 

も
に
、
合
格
者
に
合
格
し
た
旨
を
、
不
合
格
者
に
不
合
格
の
旨
及
び
成
績
を
通
知
す
る
。 

 
 

⑵ 

木
造
建
築
士
試
験 

 
 

 

㈠ 

発
表
の
日 

 
 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日
（
火
）
頃 



 
 

 

㈡ 

発
表
の
方
法 

 
 

 
 

 

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
関
東
支
部
及
び
一
般
社
団
法
人
埼
玉 

 
 

 
 

建
築
士
会
の
事
務
所
並
び
に
埼
玉
県
庁
本
庁
舎
一
階
南
玄
関
掲
示
板
に
掲
示
す
る
と
と 

 
 

 
 

も
に
、
合
格
者
に
合
格
し
た
旨
を
、
不
合
格
者
に
不
合
格
の
旨
及
び
成
績
を
通
知
す
る
。 

 

ロ 

設
計
製
図
の
試
験 

 
 

⑴ 

発
表
の
日 

 
 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
七
日
（
木
）
頃 

 
 

⑵ 

発
表
の
方
法 

 
 

 
 

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
関
東
支
部
及
び
一
般
社
団
法
人
埼
玉
建 

 
 

 

築
士
会
の
事
務
所
並
び
に
埼
玉
県
庁
本
庁
舎
一
階
南
玄
関
掲
示
板
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、 

 
 

 

合
格
者
に
合
格
し
た
旨
を
、
不
合
格
者
に
不
合
格
の
旨
及
び
成
績
を
通
知
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
号 

 
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
処

分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
聴
聞
を
次
の
と
お
り
公
開
で
行
う
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

聴
聞
の
日
時
及
び
被
聴
聞
者 

二 

聴
聞
の
場
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
二
番
二
十
四
号 

 
 

埼
玉
教
育
会
館 

三
〇
五
会
議
室 

 

平
成
二
十
九
年

四
月
二
十
日
午

後
三
時 

 

聴

聞

の

日

時 

拓
産
住
宅
販
売

株
式
会
社 

 

被
聴
聞
者
の
商 

号
又
は
名
称 

齋
藤
智 

被
聴
聞
者
の
氏
名
（
法

人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名
） 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
大

袋
新
田
一
二
一
一
番
地

五
グ
ラ
ー
ト
ビ
ル
一
〇

一 被
聴
聞
者
の
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地 

 
 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

荻 

野 

隆 

一 

  



 

花
園
本
庄
線 

路
線
名 

深
谷
市
荒
川
字
上
宿
一
一
四
三
番
地
先
か
ら 

同
市
荒
川
字
上
宿
一
一
三
九
番
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日
付
け
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告

示
第
九
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
九
五
・
一
七
メ
ー
ト
ル 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

荻 

野 

隆 

一 

  



 

菅
谷
寄
居
線 

路
線
名 

深
谷
市
荒
川
字
原
宿
八
一
一
番
地
先
か
ら 

同
市
荒
川
字
原
宿
八
一
一
番
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日
付
け
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告

示
第
十
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
四
九
・
三
八
メ
ー
ト
ル 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

荻 

野 

隆 

一 

  



 

菅
谷
寄
居
線 

路
線
名 

深
谷
市
荒
川
字
天
神
一
五
八
番
一
地
先
か
ら 

同
市
荒
川
字
原
宿
八
一
五
番
一
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
四
年
十
一
月
九
日
付
け
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示

第
三
十
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
四
〇
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 備 

 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

細 

田 

哲 

也 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

越
谷
流
山
線 

 

三 

道
路
の
区
域



 

新
Ｂ 

旧
Ｂ 

 

新
旧
Ａ 

旧 

新 

別 
三
郷
市
早
稲
田
八
丁
目
十
三
番
八
地
先

か
ら
同
市
田
中
新
田
字
上
ノ
割
一
四
一

番
一
地
先
ま
で 

三
郷
市
早
稲
田
八
丁
目
十
三
番
八
地
先

か
ら
同
市
早
稲
田
一
丁
目
一
〇
番
四
地

先
ま
で 

区 
 

間 

 
 

六
・
六
〇
～ 

 
 

 
 

 

六
六
・
三
〇 

 
 

六
・
六
〇
～ 

 
 

 
 

 

六
三
・
四
〇 

 
 

五
・
八
九
～ 

 
 

 
 

 

四
〇
・
一
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
四
五
二
・
四
二 

二
五
七
八
・
九
二 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

平
成
二
十
八
年
四
月
十
九
日
付
け
埼
玉
県

越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
号

で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
一
部
変
更

で
あ
る
。 

備 
 

考 
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